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研究要旨 

  

 事業所の安全衛生管理には、労働者の積極的な参加が必須である。そのためには、労働者の認識、彼らの価

値観や取り組む動機、取組みに対する反応などを、形式化して個別の事業所・産業に留めることなく共有でき

るようにすることが極めて有効であると考えられる。 

 本稿では、前向きに取り組むことが出来る安全対策について探索的に検討するため、質的手法を用いてイン

タビューにより聴取した作業者の労働安全に対する主観的認識を分析した結果を報告する。現場作業者や現場

長、安全スタッフを対象に、職場の安全環境や安全対策の現状、労働安全に対する認識について等のインタビ

ューによる聞き取りを実施し、発言等から、安全対策設計の基礎となる知見を得ることを目的としている。そ

のため、本調査では各種表彰制度で優良企業として受賞するような安全管理が高いレベルで実施されている好

事例事業所の方に協力を依頼し、調査を行った。 

 インタビュー調査の結果の分析に当たって、まず、録音した音声を逐語録としてテキストデータへ書き起こ

した。印象的な語りや本研究目的に関連する語りを探索し、概念、カテゴリーを作成し、収束化作業を経て分

析結果を得た。29個の概念が生成されたうち、対策のゴールや手段などがもつ『明瞭性』・『納得できる理由

の存在』が作業者の対策への取り組みに直接影響を与えることが見出された。また安全水準を上げるのに必要

な情報入手や安全水準を上げる思考様式・考え方が『明瞭性』『納得できる理由の存在』を提供するうえで支

援となるものとして抽出された。 

 

 

  

 

 

 
 

Ａ．研究目的 

労働災害の発生件数は一時期と比較すると

減少しているが、それでも毎年 1000 人近い労

働者が仕事中に命を落としており、下げ止ま

りの傾向が続いているのが現状である。多く

の組織で労働災害防止対策を実施しているが、

より効果的な方策、とくに労働者が積極的に

取り組むことができる方策が求められる。そ

のためには作業者自身が日々認識している職

場の安全環境や労働災害防止対策への取組み

状態、作業者自身の経験に基づいた労働災害

防止対策の問題点等の考えや意見から、安全

対策に前向きに取り組むことができるような

労働災害防止効果をもたらす安全対策の検討

が必要であると考えられる。  

 本稿では、前向きに取り組むことが出来る

安全対策について探索的に検討するため、質

的手法 M-GTA を用いて作業者の労働安全に

対する主観的認識を分析した結果を報告する。

現場作業者や現場長、安全スタッフを対象に、

職場の安全環境や安全対策の現状、労働安全

に対する認識について等のインタビューによ

る聞き取りを実施し、職場の労働災害事故の

減少のきっかけとなった安全対策や、職場で

依然として改善されていない課題に関する発

言等から、安全対策設計の基礎となる知見を

得ることを目的としている。そのため、本調

査では各種表彰制度で優良企業として受賞す

るような安全管理が高いレベルで実施されて

いる好事例事業所の方に協力を依頼し、調査
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を行った。  

 

Ｂ．研究方法 

Ｂ－１ インタビュー調査対象者および調査

時期 

 調査対象者の選定方法として、機縁法を

用いた。具体的には、安全衛生に積極的な事

業場に勤務する現場作業者、管理者、安全ス

タッフに対して直接調査を依頼して、その方

あるいはその方よりご紹介をいただき承諾を

得た方を対象にインタビューを実施した。イ

ンタビューでは個人のプライバシーに関わる

質問項目を含むことや、回答内容が外部に公

開されることに対する負担感などから研究に

対して理解を示す事業所は少ない恐れがあっ

たため、ランダムによるサンプリングの選定

では充分な数の調査対象者を確保できないと

考えられた。そのため、研究グループメンバ

ーのこれまでの調査活動中に知己となった労

働安全衛生管理へ積極的に取り組む事業所に

所属する方々に調査依頼し、協力を得た。 

 その結果、38 名の対象者へ計 20 回の調査

を実施することが出来た。各調査対象者の概

要データについて表 1 に示す。調査期間は、

2015 年 12 月から 2017 年 12 月である。 

一般的に、本調査で用いる M-GTA 分析に必

要なデータ数としては 10～20 程度が必要と

されているが、今回の調査では 38 名であるた

め、サンプル数について十分満たしていると

考える[1]。 

 

Ｂ-２面接調査方法 

面接は、直接個人の体験や意見を引き出す

よう調査対象者の事業所の会議室をお借りし

て行った。調査開始の前には事前に研究グル

ープメンバーの所属組織による倫理審査を経

た説明文書を読み上げ、研究の目的や意義、

予測される利益とリスク、研究参加の任意性

と同意の撤回の自由，研究協力者の会社名・

個人名の保護，外部への発表は抽象化された

理論・関係図など個人がわからないように加

工して行われることを伝えた上で、忌憚のな

い意見を提供いただけるように依頼した。加

えてインタビュー調査を行う際に IC レコー

ダーに録音させてもらい、録音の内容は、面

接後に逐語録を作成することへの承諾のお願

いし、文書にてインタビュー調査協力への同

意の署名を得ている。また、同意を得た後に

でも、調査への参加をいつでも中止できるこ

とを事前に説明した上で、インタビューに対

応いただいた。 

 面接時間は対象者の負担を鑑み約 1 時間程

度であった。 

 

面接は半構造化面接を実施した。面接形式

は主に構造化面接，非構造化面接，半構造化

面接に分類されるが、構造化面接は質問項目

や質問の順序等が予め決められているもので、

回答の内容もある程度想定される内容で質問

事項を限定している等、構造化が徹底されて

いる。非構造化面接は研究テーマに沿う大ま

かなキーワードのみが設定されているだけで、

事前に定める枠組みはほとんどない面接形式

である。この場合、初めに研究テーマの紹介

を行った後は調査対象者に自由に語ってもら

う。 

本研究では、構造化面接・非構造化面接の

中間的存在である半構造化面接を実施した。

これは、予め用意した質問内容に沿って面接

を行いながら、協力者の自然な返答の流れに

応じて、質問する順番や内容を適宜変更し、

語りやすい形に合わせて深い質問を行うもの

である。質問は質問範囲を限定するようあら

かじめ設定されているが、オープン・クエス

チョン形式の質問をもとに当事者の語りを引

き出すことを期待している。 

 インタビュー調査の前段階として、質問項

目の検討を行い、インタビュー調査の際に円

滑に進められるよう、また聞き漏らしを防ぐ
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よう、指針としてインタビューガイドを作成

した。インタビューガイドは、事前に質問事

項の優先度を決めておき、質問全ての項目に

関して答えるだけの十分な時間を確保できな

い場合には、最低限聞いておく質問をきちん

と尋ねられるよう、準備した。 

 質問項目は大まかに分類すると、安全に関

して、より労働者に『ささる』対策が持つべ

き性質，特性，要素等がわかることを目指し

た。この際、分析の際に混乱しないように回

答が部署について述べているのか、会社全体

について話しているのか等の対象を明らかに

するように努めた。質問は国外事例分析で得

られた 4 分類「作業者を取り巻く人々・組織」

「システム・安全・プログラム」「仕事環境」

「労働者個人の資質・状況」の観点を利用し、

日本の作業者の実情に合うような形で表現を

修正し、順番を検討した。 

 

①「作業者を取り巻く人々・組織」 

組織が行っている包括的な安全対策に対する

意見のほか、また会社・上司・同僚への印象

を聞いた（「あなたの会社の安全対策について

どう思いますか？」「会社は安全を大切だと

思っていると思いますか？」等）。 

 

②「システム・安全・プログラム」 

社内安全教育やリスクアセスメントへの効果

や報告システムについて、客観的な事実やそ

れに即した経験を聴取した（「自分たちがリス

クアセスメントに参加していますか？」「意

見は取り入れられていますか？」等）。 

 

③「仕事環境」 

安全に仕事を行う上での環境について意見を

得た。（「職場が安全だと思いますか？」「仕

事を安全に行うために十分な時間・設備・人

員・予算があると思いますか？」等） 

 

④「労働者個人の資質・状況」 

インタビュー対象者がそもそも安全を大切に

思っているか、それはなぜか、といった本人

がもつ安全に対する態度のほか、安全対策を

進めるために必要な人柄・能力についても意

見を聴取した（「あなたは安全を大切だと思い

ますか？それはなぜですか？」等）。 

その他、インタビュー対象者は面接者と初対

面であるため、本題に入る前にウォームアッ

プクエッションとして、対象者自身のこれま

でのキャリア、現在の業務内容、また安全活

動における自分の立場、労働安全衛生に対す

る公的支援への印象などについて聞いた（「職

歴など、あなたご自身について話をしてくだ

さい」等）。 

 

 

質問テーマ毎に、導入のため大まかな質問

をし、その後必要に応じて掘り下げのため詳

細に尋ねる質問を準備した。例えば、会社か

らの安全に関する支援に関する質問で、安全

に関する資格取得が話題に出た際に、 

 

衛生管理者は数千円、毎月お給料が人より

も多く手当としてもらっています。管理職は

付かないんですよ。一般職で衛生管理者の資

格を持って、工場として公的に届けを出して

いる人については手当が出ています。他にも

環境関係で、一般職で公的に届けを出さなく

ちゃいけないといったら、会社はその人の名

前を借りているわけですから、当然払ってし

かるべきで、お給料の中に毎月 2,000 円なり

何なり入っていますね。 

 

という発言を対象者がした。その後、資格

取得を行うまでの費用負担について問う質問

として、以下の質問を再度尋ねている。 

 

資格試験のときは勉強の支援とかそうい

うのはどうですか。 
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そして、対象者は以下通り回答している。 

 

試験費用は全額会社が負担します。ちゃん

と合格すればお支払いしますという形を取っ

ています。 

 

 上記の様に質問と回答のやり取りを円滑に

行えるよう、導入のための質問と詳細に尋ね

る質問をそれぞれ組み合わせて事前に準備し

た。 

一方、インタビュー中は、対象者の会話の

流れに沿って自然な会話になることを優先し

て、調査対象者が自由に語ってもらえる雰囲

気を維持できるよう努めた。具体的には、常

に広く話を聞く形で対象者の語りに傾聴の姿

勢を取り、対象者の発言に対して肯定的、共

感的な行動を取りながら、回答者が発言する

ことへ負担と感じさせないよう配慮した。 

インタビュー実施に当たって、事前にイン

タビュー対象者の業務内容等を把握した上で

インタビュー調査に臨めるよう、基本的に、

事前に調査対象者が所属する職場を見学させ

ていただき、現状を把握した上でインタビュ

ーを実施している。 

 

Ｂ-３ 分析方法 

分析に当たって、まず、録音した音声を逐語

録としてテキストデータへ書き起こした。個

人の名前や地名、会社名等の固有名詞につい

て、研究に支障が無い範囲で無関係な記号へ

置き換えた。 

 その後、得られたインタビュー（質的デー

タ）を、質的研究用の分析ソフト NVivo（QSR 

International 社）に取り込み、M-GTA の方法

論を用いて分析した。M-GTA とは、木下が提

唱した、既往のグラウンデッド･セオリー･ア

プローチ（Grounded Theory Approach, GTA）

の研究法へ独自の修正を加えたものであり、

社会的相互作用に関係した人間行動の説明と

予測に優れた理論とされている[1]。なお GTA

は、1960 年代に Glaser と Strauss によって

考案された研究手法であり、データに密着し

た（grounded on data）分析から独自の理論

を生成する質的研究法である。この方法は、

調査対象とする人々の考えや意見等、対象者

の主観的視点を明らかにする手法である。そ

のため、対象者の語りを聞き取り、その内容

を調査し、そこから得られた対象者の主観的

視点を概念化していく。その後、個の主観の

理解から現象自体の理解へと発展させ、より

抽象度の高い現象への理解と達するよう取り

組む手法である[2]。M-GTA は GTA をインタビ

ュー調査に有効活用できるように改良された

もので、人間と人間が直接的なやり取りを行

う社会的相互作用に関わる研究であること、

研究対象とする現象がプロセス的性格を持っ

ていることが望ましいとされている[3]。 

 具体的な分析過程について以下に述べる。 

 

Ｂ-３－1 テキストデータの抽出 

 まず、逐語録として作成されたテキストデ

ータ全体を分析ソフトに読み込んだ後、印象

的な語りや本研究目的に関連する語りを探索

した。またどのような状況から安全対策の問

題を思ったか、それらはどのような原因や誘

因によって生じているのか、行動や内的経験

が語られているインタビュー箇所を抽出し、

その箇所を簡潔に表すような名称をつけた。

その後、同じ対象者のインタビューで別の箇

所，あるいは他の対象者によるインタビュー

で類似内容を表現している箇所があれば、具

体例として抽出した。 

 

Ｂ-３－２ 概念の作成 

類似内容について述べている発言を集約した。

集約した箇所の共通した特性を考えた上で内

容を解釈し、内容を包括した「解釈文」を作

成した。また、その箇所を凝縮して端的に表

す「名称」をつけた。その際には、集約され

た個々の発言の文脈を確認するなどして、解
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釈の際にデータの切片化の影響避けるように

した。以降，「名称」を「概念」，「解釈文」を

概念の「定義」とする。 

 概念を生成する際には、分析ワークシート

を個々の概念毎に作成し、概念とその定義、

具体例であるインタビューの該当箇所を記入

した。分析ワークシートとは、M-GTA で提唱

されたものであり、概念名、定義、具体例、

メモからなり、一概念につき一ワークシート

の形式をとる。分析ワークシートで生成され

た概念を確認すると共に、「テキストデータ

の抽出（2.4.1）」を並行して行い、関係しそ

うな発言をさらにインタビューデータから探

し、該当する箇所をワークシートへ追加記入

していくことで、概念・定義を吟味し、必要

に応じて概念名やその定義の変更、削除、追

加を行った。 

 概念生成の過程では、類似している箇所を

継続して抽出し、定義や概念名の見直しを何

度も行う。その後、これ以上データを収集し

ても新しい概念が生成できない理論的飽和に

至るまでインタビューデータの分析を続けた。

理論的飽和に関して、後の収束化作業の節で

詳しく説明する。 

 

Ｂ-３－３カテゴリーの作成 

 

いくつかの概念を集め、それらの概念同士を

比較し合い、それらの内容の根底に関係性や

共通点があるか検討した。関係性がある概念

同士に対して、その共通した、抽象的で包括

的な特性を表す名称をカテゴリーとしてグル

ープ化して名付けた。 

 

Ｂ-３－４ 収束化作業 

 収集したデータにおいて、生成された全て

の概念の対極例や矛盾例がなく、データ収集

を続けても新たな概念が生成される可能性が

無いことが確認された時点で、概念生成に関

する理論的飽和に達したと、一般的には判断

され、質的結果の妥当性の指標とされている

[4]。 

 本研究でも概念やカテゴリーをある程度生

成した後、新たに展開できるデータが見つか

らない状態かどうか確認する作業を実施した。 

 

Ｂ-３－５ 結果図の作成 

 概念・カテゴリーの作成と、それらの関係

をひとつずつ検討しながら統合・分離作業を

行い続ける収束化の作業を通して、労働者の

安全対策に対する認識に影響を与える因子を

表す概念やカテゴリー相互の関係を示しなが

ら、最終的に分析結果を表現できる結果図へ

まとめる作業を行った。 

 その際必要に応じて、作成した結果図が、

対象者が語ってくれた体験を適切に説明し得

るか、データに戻り文脈の関連性や、概念と

カテゴリー関係の妥当性を確かめながら、概

念・カテゴリー・結果図の改定を重ねた。 

 

Ｃ．研究結果  

 分析の結果、6 個のカテゴリー，29 個の概

念が生成された。表 2 にその一覧を示す。そ

のうち、作業者の安全意識が強まるような影

響を直接与えるもの，間接的に影響を与える

もの，作業者が安全に働くうえで肯定的に働

き、安全実績に好影響を与えると考えられる

が、作業者が安全行動をとることに直接影響

を与えているとは限らないもの，作業者の安

全意識に対して大きな影響を与えるものの、

その働きはプラス方向にもマイナス方向にも

働くもの、作業者が安全行動をとろうとする

意識に対して負の影響があるもの，その他，

に分類できた。 

安全意識に影響を与える要因の関係を示

した結果図を図 1 に示す。以下、それぞれに

ついて以下に説明する。 

 

Ｃ-１ 作業者の安全意識が強まるような影
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響を直接与えるもの 

 安全意識に対して好影響を与える要素であ

り、安全活動への参加に肯定的に寄与するの

は『明瞭性』及び『納得できる理由の存在』

であった。『明瞭性』は目的，手段，期限，危

険源などを明示して周知共有することを指す。

安全活動を実施するにあたり、What, how, to 

what extent が明確になっていないために、

取り組めず困惑した経験を明かしてくださっ

たケースが多数あった。それらは目標とする

状況を明確に示して皆で共有する、数値化す

る、抽象的ではなく具体的なイメージに落と

し込むことによって、『安全活動への参加』を

容易にさせる。また、取り組んだ場合の効果

の『明瞭性』も、取り組んだ人の達成感・充

足感につながり、更なる参画が促進されるこ

とから、『安全活動への参加』と『明瞭性』は

図中で互いに繋がっている。 

 『納得できる理由の存在』は直接安全活動

への参加を促すと同時に、『明瞭性』にも繋が

る。特に論理性を重んじる研究職に対して有

効である。研究職が多く勤務している事業所

で得られた知見として、意義が納得されなけ

ればルールは守られない、というものがあっ

た。研究職の多い組織ではクリエイティビテ

ィが尊重され、大小の差異はあるものの職員

にある程度の裁量がある。業務である研究を

進めるうえでは大学（院）の研究室で学んだ

作法を身に付けた上で入社するため、その作

法に明示的に安全行動が含まれていなければ、

安全対策の価値について理解は低くなってし

まう。研究活動によって生まれる発見により

価値が置かれるため、安全対策の優先順位は

低くなりがちであり、なるべくなら時間を割

きたくないと考える者もいる。「（この作業

は）規則として決まっているから」という理

由のみで、彼らに遵守を求めることは難しい

が、納得できる理由が提示できれば適切に対

応することが多い。同様のことは若い作業員

についての発言にも見られた。この『納得で

きる理由の存在』は、『明瞭性』によるものも

あるため、『明瞭性』から『納得できる理由の

存在』にパスがつながっている。 

 さらに『明瞭性』に繋がるものとして、『会

社の風土』があった。『会社の風土』はそれ自

体が安全意識を強める要素にもなりうるが、

会社から自分たちに何が求められているか、

どこまで求められているかが明確になる場合、

『明瞭性』につながり、現場作業者の安全活

動への参画に繋がることを示している。これ

まで実施してきたことが称賛されて、実績と

して明確になる『褒賞』，これはやってはなら

ないことである、ということが明確になる『叱

責による矯正』，組織の方針が明確を伝える

『繰り返し注意による意識改革』が『明瞭性』

につながるものとして得られた。直接安全行

動への取り組みにつながるものとしては、

『安全を担う役割への従事』がある。安全対

策を部下，後輩，あるいは事業所全体が取り

組むことを促さねばならない立場に異動した

場合に職責として安全行動に繋がる。特に、

このような立場に着任するのがキャリアパス

上有効であると自他ともに認められる場合、

その取り組みはより真剣に取り組まれるほか、

その他の作業者に対しても会社の価値観が明

瞭にアピールされるといえる。 

 これらとは別に、作業者の内的要因も直接

安全活動に積極的に参加する動機としてかか

わっている。内的要因とは作業者個人による

要因であり、作業者の収入で養っている家族

の存在がある場合に自分の安全が家族の安定

な生活に直結することから安全意識が高まる

『家族の存在』，自分が事故を起こしてしまう

と同僚や組織に面倒を掛けてしまうことが申

し訳ないと思う『周囲への影響の懸念』があ

る。また、『知識・経験不足からくる恐れ』は、

重量物を使う、鋭利な道具を使う、などの労

災の危険がある作業に対してリスクを感じる

とともに、それを克服すべく安全対策に取り

組む姿勢につながるものを言う。インタビュ
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ーでは、その恐れの結果、会社を辞めてしま

う人についても言及されている。しかし、こ

の概念はその恐れが転じて安全意識が高まる

方に転じる様態を指している。 

 

Ｃ-２ 作業者の安全意識が強まるような影

響を間接的に与えるもの 

 『明瞭性』では、何をどのように、どこま

で行えばよいのかを明らかにすることである

が、『明瞭性』に資する情報入手の方法として

効果が高いものが複数上がっていた。『外部

からの指摘・視点・評価』はその組織に所属

していない人がその組織に訪れて観察した結

果、得られる新鮮なコメントである。自分た

ちの慣習が肯定的にとらえられて強化される、

あるいは自分たちの行動が組織外の人には危

険に見えることが明らかになることによって、

自分たちの状態のベンチマーキングができ、

意識改革や行動の見直しにつながる。これに

は社内パトロールのような巡視活動も含まれ

る。『他課・他事業所・他社・他業種との情報

交換』は、自分らが別組織に行く、あるいは

交流の場で他組織の取り組みを知り、啓発さ

れる、あるいは自分の組織に取り入れられる

ような情報を得ることを指す。『効果的な教

育』は、作業に特化した，必要な時に必要な

情報を提供する、タイミングを合わせた指導

や事故事例に基づく教育や体感教育など、抽

象的でなく安全意識に働きかける具体的なイ

メージの提供を指す。『過去の事例によるイ

ンパクト』では、事故を含む過去の失敗経験

が作業者に衝撃を与えて態度の変化に繋がる。

この衝撃は直接『安全活動への参加』に繋が

る強い動機づけとなりうるが、不安全状態の

行き着く先が現実化したことであることから

『明瞭性』へと繋げられた。 

『経験者の加入』は、すでに安全水準が比較

的高い企業で勤務経験がある者の加入であり、

彼らの知識・経験によりゴールや手法が明確

になって取り組みが容易になることである。

『外部からの指摘・視点・評価』『他課・他事

業所・他社・他業種との情報交換』と異なり、

経験・知識のある者が同じ組織に所属してお

り、影響が一過性のものではなく、継続的に

知見を得られることから、安全に関するシス

テム導入に特に効果がある。 

 その他、安全水準を上げる思考様式・考え

方がいくつか挙げられた。安全であることは

提供するサービスの品質に影響するという考

え方である『安全と高品質・生産性の一体化』、

事故が発生すると規則の強化を含めた負担が

増すので、それを避けるために対策を行う『事

故後を見据えた未然の対策』がある。これら

は、個人が安全対策を取り組む上で納得でき

る思考的枠組みであるといえる。 

 

Ｃ-３ 安全実績に好影響を与えると考えら

れるが、作業者が安全行動をとることに直接

影響を与えているとは限らないもの 

  安全活動への参加意欲に直接働きかける証

言が得られなかったが、作業効率・快適さ向

上につながる『作業環境改善』があった。こ

れは、事故や熱中症の発生を抑制し安全実績

を低減する役割がある。また、『安全予算の使

途としての設備投資』は、ハード対策に予算

を割くことである。ハード対策を重要視する

考え方として、従業員教育に比較して初期の

費用はかかるものの、長期的にみれば従業員

再教育の必要がなくなるため得である，とい

うものがあった。いずれも、会社が従業員の

安全を重要視している、安全に価値をおいて

いる、というメッセージとして作業者が認識

することで、社会交換理論で説明されるよう

に、作業者が会社に対して返報の気持ちをも

つことが期待できることから、間接的に作業

者安全意識に影響を及ぼすと考えられる。 

 

Ｃ-４ 作業者の安全意識に対して大きな影

響を与えるものの、その働きはプラス方向に

もマイナス方向にも働くもの 
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 労災に直接関与するのは作業者であり、

『個人の資質』が影響するが、作業者が作業

する環境にいる『上司』の影響や、『会社の方

針・伝統』は安全を担保するうえで、主要な

要素である。『上司』は安全の面から『会社の

方針の翻訳』『現場の作業者が都度相談でき

る距離感の維持』『現場を俯瞰して措置を取

る視点』という機能があることがわかった。

会社組織の役割としては、会社の方針や伝統

が表出する『予算措置』『発注態度』『価値観

の設定』『現場の支援』『最終的な決定』が安

全な職場にする上で、社員の認識上重要な機

能であることが抽出された。 

 また、その他重要な役割を果たすものとし

て『発注者の安全意識』は、大きな影響を及

ぼす。 

 

Ｃ-５ 作業者が安全行動をとろうとする意識

に対して負の影響があるもの 

 安全行動を採る上で負の影響を与える項目

として、納期や時間的制約，生産性を追求す

るプレッシャーがかかる状態である『生産性

の優先』，安全対策を役に立つと思えず、時間

をかける価値がないと考える『安全対策の効

果の軽視』，安全対策に積極的になってもその

反応や効果が見られずやる気が失われる『効

力感の喪失』が挙げられた。 

 

Ｃ-６その他 

 個々の作業者の安全意識への働きかけに対

しては明快な影響は見出せなかったものの、

安全対策を行ううえで組織や関係者の中での

齟齬が見られる状況である『リスクに対する

視点の違い』に触れられるケースが見られた。

特に、現場作業を経て管理する立場になった

インタビュー対応者からの意見では、立場に

よってリスク認識が異なっていること、その

差をもどかしく感じていることが示された。

管理側がリスクを強く認識している一方で、

作業者がさほど強く認識していない場合には、

『形骸化』に繋がるものと考えられる。 

 

Ｄ．考察  

本研究により、労働者が安全活動や改善活動

に参加する要素についてある程度把握できた

といえる。本研究で、得られた概念は、国外

の文献調査で得た労働者の認識に影響を与え

ると考えられる項目と比較して数は少ない。

しかし、日本の好事例として表彰されるよう

な事業所に勤務している作業者にとってより

強く認識されている項目が抽出されたといえ

る。 

国外の研究事例ではそもそも安全を大切

に思えるかどうかも検討対象であったが、本

研究で対象とした事業所では、職場の安全は

当然のこととして受け止められていた。安全

活動自体はそもそも役に立つものだと思って

いる人にとっては、家族の存在や廻りに迷惑

をかけてはいけない、という自らを律する気

持ちがそのまま安全活動への参加に繋がって

いた。また、作業に対して恐れを抱いている

人が、その恐れを前向きに克服しようとした

場合は安全対策について積極的に学ぼうとし

ていることが見出された。これは、恐怖によ

る危険性制御のメカニズムが安全に対して前

向きに働いているといえる。恐怖を与えた場

合、危険性を制御する前向きな方向と、メッ

セージを過小評価するなど恐怖を制御すると

いう後ろ向きな方向を取りうるが、危険性を

制御する方法と共に恐怖を伝えると前向きな

対応をすることが知られている[5]。このよう

に前向きな態度を促すには、安全活動に参加

することによって十分リスクの制御が可能で

ある、というメッセージを伝えることが重要

であると考えられる。努力しても役に立たな

い、あるいは安全対策の効果を軽視し、制御

不能と考える場合には意欲を削ぐことになる。 

本研究での分析結果より、安全活動への参

加として鍵となる要因は『明瞭性』であった。

安全活動の内容について十分に明確化するこ
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とが重要である。明瞭にするのはルール，手

順や目標だけでなく、対策の程度も数値化・

明文化するなど、イメージを共有し、誰でも

従うことができるように明示的にすることが

必要である。そのためにはルールや手順、目

標、対策など提示する側が説明に落とし込め

るかどうかが重要であるといえよう。今後、

労働現場には暗黙知が通じない作業員（若手，

外国人など）がますます増えてくると考えら

れることから、重要な項目と考えられる。 

 特に研究職では、『納得できる理由の存

在』があることが、安全行動をとるうえで大

きな要因であることが示された。研究職につ

く職員には、自分たちが扱う物質や設備をわ

かっているという意識があること、その自信

に裏付けされた自身の習慣に忠実であること、

またその習慣づけは大学（院）で習得してい

ること、などの点がある者も多く、安全行動

の習慣づけは困難であることもある。彼らは

納得が出来れば真面目に取り組むことから、

論理的にルール・安全対策の合理性を説明す

る必要がある。安全管理業務を所掌する立場

につくことがキャリアパス上で有用であるな

どを示すなど、会社の姿勢も重要である。ま

た、安全である方法を開発することが技術革

新につながる可能性がある、という考え方を

見につくことが出来れば安全と価値の生産が

両立できるようになると考えられる。 

作業効率・快適さ向上につながる『作業環

境改善』は、国外の文献調査では、労働者の

安全ルール遵守や安全行動の実施，事故発生

率低減に繋がることが考えられる要因であっ

た。清潔さ，騒音，照明，不安全な姿勢を促

す設備 ，保護具や安全用具の提供 ，職場に

ある危険源など，多くの指標が検討されてい

るが、本調査では直接の関係性は見出されな

かった。 

 

短文投稿システム Twitter での投稿分析で

は、組織がなかなか変われないことを十分認

識したうえで，さらに大きな枠組み，日本の

社会やそれに影響を与えうる行政（主に厚労

省）の強制力に期待する意見が見られたが、

一方好事例職場を対象とした本インタビュー

で得られた意見を分析したところ、組織を変

えるきっかけとして重要だったのは安全水準

を上げるための情報入手であった。安全対策

に取り組む上での明瞭なゴール，明瞭な手法，

不安全状態の結果陥る可能性のある悲惨な状

態の明瞭なイメージなどを共有するためのリ

ソースとなる知的資源の入手が有用であった。 

  

 また、同じく Twitter の投稿分析で見られ

た自分なりの安全基準についても、意見が得

られた。本研究では現場作業者はリスクを低

く見積もっているように観察され、一方管理

者は高く見積もっているように観察される傾

向にあった。これは、現場作業者が自分自身

が気を付けることにより事故発生の頻度をコ

ントロールできると考えているのでリスクを

低く見積もりがちであるのに対して、経営・

管理側は頻度をコントロールできないため、

被害の大きさを重要視しているためと考えら

れる。指示を出す側と受ける側でリスク基準

が異なると、指示は過剰と受け止められ、納

得感を得られない。場合によっては、自分の

保身のために行っていると思われてしまう。

この状態は現場作業者が真に安全対策を重要

視するマインドの醸成には結びつかないが、

高いリスク基準を持つものが管理者であれば

ある程度強制力があることから、職場の安全

水準という観点でみれば必ずしもマイナスに

は働いていないことが示された。しかし、こ

の強制力はその管理者が着任している間のみ

有効な措置であって、その人が移動してしま

えば元に戻る可能性も十分ある。自律的な安

全行動の継続のためには、合理性・納得感と

いう動機のほか、それを支援する環境条件（負

荷の軽減など）が必要である。 
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Ｅ．結論 

 労働災害事故防止の為に、厚生労働省は労

働安全衛生規則等で様々な対策を定めている。

多くの企業はその対策を実行するとともに、

職場の安全整備や作業者の安全行動を促すさ

らなる対策を講じている。しかし、依然とし

て事故は発生し続けていることから、より効

果的な対策立案のためには、労働者の認識を

分析することが重要であると考えられた。 

 本研究では、労働災害防止対策に関する労

働者の認識を主にヒアリングにより情報収集

し定性的研究手法を用いて分析した。その結

果、29 個の概念が生成された。それらのうち、

対策のゴールや手段などにある『明瞭性』・『納

得できる理由の存在』が作業者の対策への取

り組みに直接影響を与えることが見出された。

また安全水準を上げるのに必要な情報入手や

安全水準を上げる思考様式・考え方が『明瞭

性』『納得できる理由の存在』を提供すること

を支援するものとして抽出された。 

 本研究では定性的研究では比較的多い 38

名の方にご協力いただいたが、そこから得ら

れたデータのみで一般化することは危険であ

る。特に本研究では安全対策に取り組み、各

業界で安全が高水準であると認知されている

事業所で意見を聴取したので、安全水準の高

くない事業所では有効に機能しない可能性が

ある。しかし好事例職場の、現在の安全水準

に至るまでに経た経験、現在の取り組みに対

する認識を概念化した結果は、これから安全

な職場に変えていこうとする事業所の取り組

みに有益であろうと考えられる。 
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表 1 インタビュー対象者 

 

対象者 No. 調査期間 性別 事業所 No. 業種 職位 

1 2015 年 12 月 男性 ① 製造業 現場作業者 

2 2016 年 8 月 男性 ② 建設業 管理者 

3 2016 年 8 月 男性 ② 建設業 管理者 

4 2016 年 8 月 男性 ③ 製造業 安全スタッフ 

5 2016 年 8 月 男性 ③ 製造業 管理者 

6 2016 年 9 月 男性 ④ 製造業 安全スタッフ 

7 2016 年 9 月 男性 ④ 製造業 管理者 

8 2016 年 9 月 男性 ⑤ 製造業 安全スタッフ 

9 2016 年 9 月 男性 ⑤ 製造業 安全スタッフ 

10 2016 年 9 月 男性 ⑥ 製造業 安全スタッフ 

11 2016 年 9 月 男性 ⑥ 製造業 安全スタッフ 

12 2016 年 10 月 男性 ⑦ 製造業 現場作業者 

13 2016 年 10 月 男性 ⑦ 製造業 安全スタッフ 

14 2016 年 10 月 男性 ⑦ 製造業 現場作業者 

15 2016 年 10 月 男性 ⑧ 清掃業 安全スタッフ 

16 2016 年 10 月 男性 ⑧ 清掃業 管理者 

17 2016 年 11 月 男性 ⑨ 製造業 管理者 

18 2016 年 11 月 男性 ⑨ 製造業 安全スタッフ 

19 2016 年 11 月 男性 ⑨ 製造業 安全スタッフ 

20 2016 年 11 月 男性 ⑨ 製造業 管理者 

21 2016 年 11 月 男性 ⑨ 製造業 安全スタッフ 

22 2016 年 12 月 男性 ⑩ 製造業 現場作業者 

23 2016 年 12 月 男性 ⑩ 製造業 現場作業者 

24 2017 年 2 月 男性 ⑪ 製造業 安全スタッフ 

25 2017 年 2 月 男性 ⑪ 製造業 安全スタッフ 

26 2017 年 11 月 男性 ⑫ 製造業 現場作業者 

27 2017 年 11 月 男性 ⑫ 製造業 現場作業者 

28 2017 年 12 月 男性 ⑬ 製造業 安全スタッフ 

29 2017 年 12 月 男性 ⑬ 製造業 安全スタッフ 

30 2017 年 12 月 男性 ⑭ 製造業 安全スタッフ 

31 2017 年 12 月 男性 ⑭ 製造業 安全スタッフ 

32 2017 年 12 月 男性 ⑮ 製造業 安全スタッフ 

33 2017 年 12 月 男性 ⑯ 製造業 安全スタッフ 

34 2017 年 12 月 男性 ⑰ 製造業 安全スタッフ 

35 2017 年 12 月 男性 ⑱ 製造業 安全スタッフ 

36 2017 年 12 月 男性 ⑲ 製造業 現場作業者 
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37 2017 年 12 月 男性 ⑲ 製造業 現場作業者 

38 2017 年 12 月 男性 ⑳ 製造業 安全スタッフ 
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表 2 概念とカテゴリー 

 
カテゴリ名 概念名 

良い影響を直接
与える 

 明瞭性 

 納得できる理由の存在 

会社の風土 褒賞 

 安全を担う役割への従事 

 繰り返し注意による意識改革 

 叱責による矯正 

作業者の内的要因 家族の存在 

 周囲への影響の懸念 

 知識・経験不足からくる恐れ 

安全活動への参加  

良い影響を間接
的に与える 

安全水準を上げるのに必要な情報入手 

経験者の加入 

外部からの指摘・視点・評価 

他課・他事業所・他者・他業種との情報交換 

効果的な教育 

過去の事例によるインパクト 

安全水準を上げる思考様式・考え方 
安全と高品質・生産性の一体化 

事故後を見据えた未然の対策 
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安全実績に好影
響を与える 

 作業環境改善 

 安全予算の使途としての設備投資 

 過剰な指示 

大きな影響を与え
る 

安全を担保する関係者・組織の機能 

会社の方針・伝統 

上司 

個人の資質 

発注者の安全意識 

負の影響を与える 

 生産性の優先 

 安全対策の効果の軽視 

 効力感の喪失 

その他 
 リスクに対する視点の違い 

 形骸化 
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図 1 結果図 
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（資料）分析ワークシート（例は除いてある） 
 

１ 明瞭性 
定義 数値化、具体化などすることにより、また効果を明示的にすること。ゴールを明確にすることで取組
み・実現を容易にさせる。 

 
2 納得できる理由の存在 
定義 ルールを守らせるために必要な、納得できるルールの存在理由，手順の合理性があるということ。 
 
3 褒賞 
定義 良い安全成績に対する報奨・賞状など、会社が評価していると示すエビデンス 
 
4 安全を担う役割への従事 
定義 職位が上がり後輩・部下ができることにより、あるいは安全が職責の一部である職に異動した
ことによる安全に対する動機の芽生え 

 
5 繰り返し注意による意識改革 
定義 繰り返し何度も、注意したり、話題にしたりすることで意識を変えていくこと 
 
6 叱責による矯正 
定義 どなる，しかるなどして安全規則を守らせる指導 
 
7 家族の存在 
定義 自分の給料で暮らしをまかなっている人が存在するということから安全を大切に思うという気持
ち 

 
8 周囲への影響の懸念 
定義 事故発生によって他の人、他の部署に迷惑がかかることから、それを防がねばならない、という
モチベーションが安全に対してポジティブに働く様子  

 
9 知識・経験の不足から来る恐れ 
定義 作業に関する知識・経験が無くて作業に対して恐怖を感じるさま。 
 
10 安全活動への参加 
定義 改善活動を行い、得られた達成感が安全対策に対して好意的に働くということ。 
 
11 経験者の加入 
定義 外部から安全管理の経験豊富なスタッフが加入したことで安全活動がうまく進むようにること。 
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12 外部からの指摘・視点・評価 
定義 外部からのコメントによる刺激や賛辞や外部の視点による新鮮なコメントのこと。 
 
13 他課・他事業所・他社・他業種との情報交換 
定義 自ら出かけていって他課、他社の良い事例、悪い事例を学び、自社の安全管理に活かすこ
と。 

 
14 効果的な教育 
定義 さまざまな工夫により作業者の安全意識を高めることが出来るような教育や指導 
 
15 過去の事例によるインパクト 
定義 過去の失敗経験・事故から安全で無い状態への恐怖を感じ、それを契機に安全意識が高ま
ること 

 
16 安全と高品質・生産性の一体化 
定義 安全であることは提供するサービスの品質に影響するという考え方 
 
17 事故後を見据えた未然の対策 
定義 事故の後追いで規則が厳しくなると仕事がしづらくなり負担も増すので、事前に対策しておい
た方が良いという考えから対策を行うこと。 

 
18 作業環境改善 
定義 作業効率や快適さを向上させる環境改善のこと。  
 
19 安全予算の使途としての設備投資 
定義 安全のために、ソフト対策ではなく設備対策を行う考え方 
 
20 過剰な指示 
定義 実情に即しておらず、その理由が自分の立場を守るためである、と受け取られる指示 
 
21 会社の方針・伝統 
定義 安全という側面から見た会社が持つ機能 
 
22 上司 
定義 安全という側面から見た上司が持つ機能 
 
23 個人の資質 
定義 安全に作業するために作業員に求められる性格・資質  
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24 発注者の安全意識 
定義 発注者の安全意識・法令順守意識が作業環境に与える影響が強い様子。 
 
25 生産性の優先 
定義 納期など時間的制約や生産性を重視することで、安全性軽視となる状況。 
 
26 安全対策の効果の軽視 
定
義 
役に立つと思えず、時間をかける価値が無い、形骸化する価値も無いという安全作業に対するネガティブな感
覚 

 
27 効力感の喪失 
定義 改善提案をしても受け入れられない、変化が見られない、無視される、ことから提案をしなくな
ってしまう状態 

 
28 リスクに対する視点の違い 
定
義 
立場によって、個人によってリスク認識が異なるということ。 

 
29 形骸化 
定義 ルールに則ってやっている作業であるが真剣に取り組まない状況 
 
 
 
 
 
 
 
 


